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「コーポレートガバナンス・ガイドライン」制定のお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、日立マクセルグループ（以下、「当社グループ」という。）

における「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定しましたので、下記のとおりお知らせし

ます。  

 

記 

 

本ガイドラインは、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値向上を図るため、東京証券取

引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨・精神を踏まえつつ、当社グループのコー

ポレートガバナンスに関する基本的な考え方および基本方針を定めております。  

 

「コーポレートガバナンス・ガイドライン」については、当社ホームページ

（http://www.maxell.co.jp/corporate/corporate_governance/index.html） に掲載しています。 

 

なお、本日、東京証券取引所へ提出しました「コーポレートガバナンスに関する報告書」にも基本

方針等を記載しております。 

以 上 

会 社 名 日 立 マ ク セ ル 株 式 会 社 

代 表 者 名 取 締 役 社 長 千 歳 喜 弘 

 （コード番号：6810 東証第一部） 

問 合 せ 先 業 務 管 理 本 部  経 営 戦 略 部 

 （TEL.03-5715-7061） 
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